
1. 配線工事は電気工事士の資格が必要です。一般の方による電気工事は法律で禁じられています。

2. 施工は電気工事士の有資格者が電気設備の技術基準・内線規定などの法令に従って行ってください。

3. 安全のため、必ず電源を切った状態で作業してください。

4. 下記の配線要領で、安定器の配線を切断して取外してください。

5. AC電源が直接コンパクト型LEDランプに接続されるよう配線してください。

　コンパクト型LEDランプ FPL型の配線方法
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